
２１．５．１０（日）　道警銃器対策課のおとり捜査訴訟

　　　　　　　　　　　　稲葉元警部の証人尋問決定　違法捜査の責任は幹部に

　平成２１年４月２４日、平成９年に道警銃器対策課（銃対課）が行った違法なおと

り捜査で逮捕・服役したとされるロシア人男性（３９歳）らが、道と国に損害賠償を求

めた裁判の口頭弁論が札幌地裁で開かれ、元道警銃対課稲葉警部の証人尋問

が決まった。

　この違法とされるおとり捜査は、平成９年の事件である。

　この事件を理解するためには、当時の警察のけん銃摘発がおかれていた状況を

知る必要がある。

警察のけん銃摘発の経緯

　平成５年ころから、警察庁の指示で全国の都道府県警察で「平成の刀狩り」とも

称されるけん銃の摘発捜査が展開された。

　けん銃の摘発は、それまで警察の刑事部門の暴力団取締まりを主管する部署が

中心になって進められていたが、警察庁の指示で平成７年ころまでに、けん銃摘発

の強化を目的に全国の都道府県警察本部の生活安全部に銃器対策課（室）が設

置された。

　けん銃の摘発は、警察の捜査のなかでも最も困難だとされている。

　何処の組織でも新しい組織ができるとそれなりの実績が求められる。

　しかも、目標がけん銃に特化すれば実績を上げるのは難しい。

　平成７年には、警察組織のトップである国松警察庁長官がけん銃で狙撃され重

傷を負う事件が起きた。平成の刀狩りは一気に加速された。

　けん銃の摘発捜査では、協力者の確保、暴力団関係者等からの情報の入手、内

偵捜査、捜索・差押さえ等の地道な捜査が必要だ。

　ところが、警察内部では次第に暴力団関係者からけん銃を提出させ所有者を見

逃す「首なしけん銃」の摘発や違法な「おとり捜査」が横行するようになる。

　警察庁によると、けん銃摘発の捜査に伴う違法行為で警察官が検察庁に送致さ

れた事件は、平成７年に愛媛県警１件、島根県警で１件、群馬県警で１件及び長崎

県警で１件、平成８年に警視庁で１件、平成９年に北海道警察で１件、平成１３年に

大阪府警でと愛知県警で１件、平成１４年に奈良県警で１件となっている（質問主

意書に対する答弁書、平成１９年１０月５日）。

　平成１４年７月、元道警銃器対策課（銃対課）稲葉警部が、覚せい剤の使用等で

逮捕され、その裁判で銃対課による数々の違法捜査を暴露した（稲葉事件）。

　この事件をきっかけに銃対課は消滅し、刑事部の組織犯罪対策局内に「薬物銃

器対策課」が設置され現在に至っている。

小樽事件と銃対課捜査員の偽証

　道警銃対課の捜査員は、平成９年１１月１４日、小樽港埠頭でロシア商船「ネフス

カヤ」から降り立ったロシア人船員をけん銃の不法所持で現行犯逮捕した（小樽事



件）。

　逮捕の現場には、銃対課指導官のＫ警視（後に自殺）、Ｎ銃器事件第１課長補佐

（警部）、同Ｉ係長（警部補）、同Ｔ主任（巡査部長）等の銃対課の捜査員のほか、銃

対課の捜査協力者Ｍ（パキスタン人）がいたとされる。

　起訴されたロシア人は、その裁判で「けん銃はパキスタン人の中古販売業者から

けん銃と中古車を交換してやると持ちかけられたもので違法なおとり捜査だ」と無

罪を主張したが、銃対課の捜査員は「パキスタン人は現場にいなかった」などと証

言、ロシア人男性は札幌地裁で懲役２年の判決を受け服役した。

　平成１４年７月に稲葉元警部が覚せい剤取締法違反で逮捕されたことをきっかけ

に、小樽事件の公判で銃対課の捜査員が偽証したことが判明、道警は前述の４人

を偽証の疑いで送致したが、札幌地検は４人を起訴猶予等の不起訴処分とした。

道警おとり捜査訴訟の経緯

　平成１７年７月、ロシア人男性の刑事事件（小樽事件）で弁護人を務めた札幌市

の吉原美智世弁護士が、ロシア人男性の逮捕は道警の違法な「おとり捜査」であり、

精神的苦痛を受けたなどとして、道（道警）と国に対して、計2,310万円の損害賠償

を求める訴訟を札幌地裁に起こした。

　それに対して、道警は「男性がロシア人だと立証されていない」などと主張し、訴

えの棄却を求めてきた。

　札幌地裁は、平成２１年１月１６日に中間判決を示し、ロシア人男性の裁判を受

ける権利を認め、提訴から４年近くたってようやく本格的な審理か始まることになっ

た。

（以下　平成２１年１月１７日　北海道新聞から引用）

　弁護団は、元警部らの証人尋問などで捜査の違法性を訴える構えで、刑事事件

での再審請求も視野に訴訟を進めていく考えだ。～中略～実質審理に入るまで３

年半もかかったことについて、男性の弁護団は「いたずらに訴訟を引き延ばしてき

た道側の見識を疑う」と批判。また、「道側は事件の風化を狙っているのだろうが、

法廷で警察の不正行為を追及していく」と話した。

　これに対し、道警監察官室は「係争中でありコメントできない」としている。

（北海道新聞からの引用終わり）

おとり捜査の適法性の３条件

　おとり捜査に関連する法律としては、麻薬取締法、あへん法、銃刀法があるが、

これがおとり捜査を許容した規定とは解釈されていない。

　おとり捜査とは、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意

図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け、相手方がこれに応じて犯罪

の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するもの、と一般的に定義される

（最高裁判所平成 16年 7月 12日決定）。

　同決定では、これが任意捜査として許容され得るものであるとして、当該おとり捜

査は適法であり、それによって得られた証拠の証拠能力も肯定した。



　この決定は、大麻取引をめぐり、おとり捜査の適法性が争われた刑事裁判で、

「犯罪を行う意思があると疑われる者が対象の場合など、一定の条件の下では刑

事訴訟法１９７条に基づく任意捜査として許容される」として、初めておとり捜査が

認められる３条件を示した。

　おとり捜査が許容される３条件として、（１）直接の被害者がいない薬物犯罪など

の捜査であること（２）通常の捜査方法だけでは犯罪の摘発が困難であること（３）

機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者が対象であること、をあげている。

　道警銃対課のおとり捜査が、違法なおとり捜査だったかどうかも、この３条件の有

無をめぐって争われるものと考えられる。

道警銃対課をめぐる数々の疑惑　責任を問われるべきは幹部

　稲葉元警部は、その裁判で道警銃対課の数々の違法捜査を証言している。

　しかし、当時の道警本部長は平成１５年２月１９日の道議会で「元警部が『上司が

けん銃の不正入手を指示・黙認したり、不正に入手したけん銃を預かった』などと

陳述しましが、当時の関係者から再度確認したところ、そのような事実は把握され

ませんでした」と答弁した。

　道警は、はっきりと稲葉元警部の証言を無視する姿勢を取った。

　稲葉元警部は、平成１５年２月２４日の第４回公判で、自己が所持していた覚醒

剤 92.92グラムの出所について証言し､平成１２年の４月か５月に銃対課がけん銃

の摘発を目的とした「泳がせ捜査」で、石狩湾港に陸揚げされた莫大な量の一部で

あると証言した。

　さらに、稲葉元警部は、３月１７日の論告求刑の公判で裁判長に上申書を提出し、

その「泳がせ捜査」が税関と合同で行われた捜査であり、覚せい剤の入手先は香

港であること、けん銃の摘発は失敗に終わったことなどを明らかにしている。

　後に、稲葉元警部は莫大な量について 130キロだったことを明らかにしている。

　道警は、稲葉元警部が所持していた覚せい剤の出所について、捜査した形跡は

ない。

　この「泳がせ捜査失敗」について、平成１７年３月１３日になって、新聞社として初

めて北海道新聞が報道、道警は「泳がせ捜査失敗」の記事は「事実無根」であると

して、訂正と謝罪を求め、北海道新聞は平成１８年１月１４日、「お詫び記事」を掲

載し、編集局長以下７人を減給等の処分をしている。

新聞等では、銃対課の違法捜査について「元警部が主導した」等と伝えているが、

警察の捜査は全て組織捜査、順を追って幹部が指揮するのが原則だ。

　当時の道警銃対課は、課長以下３６人、稲葉元警部は銃器事件第１係の警部補

で、上司には課長補佐（警部）、指導官（警視）、課長（警視）、生活安全部長（警視

正）、道警本部長（警視監）がいた。

稲葉元警部は捜査については、全て報告していたと語っている。

　稲葉事件では、稲葉の上司が自ら命を絶った。

　ただ１人「泳がせ捜査」行われたとされる時期の銃対課課長が依願退職した。



　道警は稲葉事件をめぐり関係者を処分したが、いずれもごく軽い処分で終わって

いる。

　関係した幹部の多くは、その後栄転している。

　この処分を発表した当時の警務部長鎌田聡氏は、記者会見で「厳正に調査し、

立件すべき事案と懲戒すべきものをすべて行った。今回の不祥事は遺憾で、信頼

回復に努めたい」と話した。

　この鎌田氏は、平成２０年８月の人事異動で道警本部長に就任している。

　道警銃対課については、札幌の市川守弘弁護士が公文書の一部非開示決定処

分取消を求めて、札幌地裁に提訴し現在係争中だが、この訴訟でも元銃対課稲葉

警部の証人尋問が予定されている。

　この訴訟で道警の訴訟代理人は、その意見書（平成２０年１２月２５日）で「本訴に

おいて原告（市川弁護士）が訴外稲葉や訴外原田の取調べを求める真の目的は、

別件訴訟（おとり捜査訴訟）において問題となる可能性のある事実、具体的には、

道警の銃器対策の捜査に関する問題を別訴である本件訴訟で予め明らかにする

ことで、別件訴訟を有利に展開させるとともに、同訴訟の相乗効果を利用してかか

る問題を社会に周知させることにある、と解するより他にないであろう。」と述べて

いる。

　この記述は、道警が銃対課の違法捜査を追及されることに如何に危機感を抱い

ているかを示している。

　２つの訴訟が同時進行することになった理由は、先に引用した北海道新聞の記

事にあるように「いたずらに訴訟を引き延ばしてきた」道警側にあるのであって、両

訴訟の弁護士が示し合わせたものでないことははっきりしている。

　道警は、銃対課の違法捜査を全てヤミに葬った。

　ここにきて両事件の訴訟が展開されることで、過去の違法捜査が暴かれることを

道警上層部は恐れていることだろう。

　鎌田道警本部長には、遅ればせながら着任のビックプレゼントになった訳だ。

　道警銃対課の違法捜査が発覚してから既に７年を経過している。

　稲葉元警部は、静かに服役中だ。おそらく仮釈放の時期も近いだろう。

　稲葉元警部は、「俺は犯した過ちの償いをしている。何で今更証言しなければな

らないんだ。在職中の捜査については全て上司に報告していた。聞くのなら幹部に

聞いてくれ」と考えているに違いない。

違法捜査の責任の全ては、当時の銃対課の幹部が負うべきものだ。

　銃対課の一警部補一人に負わせるべきものではないだろう。

　何のために階級章を胸につけていたのか。

　既に、ＯＢになった幹部もいることだろう。

　道警ＯＢとして、君たちは稲葉元警部の思いをどう聞くのか。 



２１．１０．８（木）　道警銃器対策課おとり捜査（２）

　　　　　　　　　　　 稲葉元警部の証人尋問　原告吉原弁護士が証言台に

　道警銃器対策課のおとり捜査訴訟については、このホームページで

　２１．５．１０（日）　道警銃器対策課のおとり捜査訴訟

　　　　　　　　　　　　　 稲葉元警部の証人尋問決定　違法捜査の責任は幹部に

に登載した。

稲葉元警部の証人尋問

　

　服役中の稲葉元警部に対する証人尋問は、７月３１日に千葉市の千葉刑務所内

で非公開で行われた。

（ここからは、７月３１日の北海道新聞から引用）

　原告代理人によると、元警部は「事件は違法なおとり捜査の結果だと思っている

と証言したという。～中略～

　原告代理人によると、元警部は「警察外部の捜査協力者に対して『誰かにけん銃

をもってこさせろ』と働きかけていた」と述べた上で、「この事件については具体的な

指示はしていないが、日ごろの協力者への働きかけが奏功した結果だと思う」と述

べたという。

　一方で同警部は捜査協力者と原告男性の具体的なやりとりは知らず、捜査手法

について上司からの指示はなかったとも証言したという。当時の道警捜査員はこれ

まで、おとり捜査を否定し、原告のロシア人男性が自主的に拳銃を持ち込んだとし

ていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（引用終わり）

　警察の全ての犯罪捜査は、組織として行われる。

　警察官の個人による捜査はあり得ない。

　捜査はどんな優秀な捜査員であっても、順を経て上司に報告しその指揮の下に

進められる。

　ロシア人男性（以下、Ａという）をけん銃の不法所持で逮捕した小樽事件の逮捕

現場には、少なくても銃器対策課の指導官Ｋ警視（後に自殺）、Ｎ銃器事件第１課

長補佐（警部）、同Ｉ係長（警部補）、同Ｔ主任（巡査部長）を含む道警銃器対策課の

１５人ほどの捜査員が、当日の朝５時から動員され現場に配置されていた（弁護人

吉原美智世作成の弁論要旨から）。　

　当時の銃器対策課の体制は、課長以下４５人だ。

　つまり、道警銃器対策課の三分の一の捜査員が動員された組織的な捜査が行

われたのだ。捜査の最高責任者は、すくなくても当時のＫ銃器対策課長（警視）で

ある。

　おそらく、銃器対策課では、捜査員が入手した情報に基づいて事前の作戦会議

が開かれてのことだろう。

http://www.geocities.jp/shimin_me/doukeijyuuki_otori_s1.htm#21.5.10


　基本方針は、「Ａの現行犯逮捕、捜査協力者Ｍ（パキスタン人　中古車販売業者）

が現場にはいないタイミングで逮捕に着手する」だったに違いない。

　それがなんらかの手違いで、捜査協力者Ｍが現場にいる段階で逮捕してしまった。

　それが真相だろう。

　しかし、それにしてもあまりにも強引で杜撰な捜査方針である。

　船員だったＡは、ロシアの知人に頼まれ、日本で中古車を買い入れ祖国に持ち帰

るというアルバイトをしていた。

　そうしたことから、もう１人の捜査協力者Ｈ（パキスタン人　中古車販売仲介業者）

と何回も行動を共にし、Ｍとも顔見知りだった。

　Ｍらが実在の人物である以上、Ａの供述から２人の存在が明らかになるのは目

に見えていた。

　稲葉元警部は、「Ｍはロシマフィアとも関わりがあり、その存在を隠さないと、殺さ

れる恐れがあった。そのため、裁判では"匿名の人物からの情報で"ということで口

裏を合わせた」と供述したとされるが（織川隆著「北海道警察日本で一番悪い奴ら」

から）、Ｍ隠しの真の理由は、違法なおとり捜査が発覚することを防ぐためだったこ

とは間違いないだろう。

　警察庁のけん銃摘発の強化策（平成の刀狩り）が全国の警察に指示され、道警

防犯部保安課に銃器対策室が設けられたのは、平成５年４月のことだ。

　その後、銃器薬物対策課、銃器対策課と組織強化が図られた。

　それに伴い、けん銃の押収数も平成５年７９丁、同６年６１丁、同７年６１丁、同８

年６４丁と異常とも言える高水準で推移していた。

　ところが、小樽事件があった平成９年からは４４丁、同１０年４５丁、同１１年５２丁、

同１２年４０丁、同１３年６８丁とやや減少傾向となる。

　稲葉元警部が逮捕され、小樽事件の偽証が発覚した平成１４年は、僅か２３丁に

まで激減している。

　以後、けん銃の押収数は低水準で推移し、平成１７年は１１丁、同１８年９丁、同１

９年７丁、平成２０年１７丁となっている。

　これをみると、小樽事件当時、道警銃器対策課がけん銃の押収数の減少に危機

感を抱いたであろうことは容易に推測できる。

　そのために銃器対策課が、なりふり構わぬ強引なおとり捜査も辞さなかったので

はないか。

　それも稲葉元警部の逮捕と小樽事件の偽証発覚で、道警のそれまでのけん銃摘

発に対する姿勢は息の根を止められたと言うことができる。

裁判所も警察・検察に荷担？

　小樽事件は、平成１０年８月２５日、札幌地裁はＡに懲役２年の判決を言い渡し、

Ａは控訴することなく服役した。



　Ａの弁護人吉原美智世弁護士は、「本件はＨとＭを利用した警察の違法なおとり

捜査によるものであるから、これによって得られた証拠は全て違法収集証拠として

排除されるべきである。そうすると、証拠は被告人の公判廷における自白だけにな

るから、刑事訴訟法３１９条２項により被告人は無罪である」と主張したが、裁判官

は「本件においては、少なくとも警察が関与したおとり捜査はなかったというべきで

あって、右捜査を前提とする弁護人の無罪主張は採用できない」と判示した。

　判決は、おとり捜査に関して、被告人に対してＨとＭ（以下、Ｈらという）からけん

銃を持ってくるようにという働きかけがあったか否か、Ｈらが警察の協力者であった

か否かという二点に分けて検討している。

　以下、その点に関する裁判所の判断を判決書から抜粋する。

 ①被告人は、前回寄港した際に、Ｈから、けん銃と中古車との交換を持ちかけられ

たために、今回ロシアからけん銃を持ち込み、Ｍに渡そうとして所持していた際に、

警察官らに発見されて逮捕されるに至った旨供述しておりＨから働きかけがあった

こと自体については、逮捕直後から公判に至るまで一貫して供述を維持し、虚偽の

供述をする動機は見当たらない。Ｈらはその事実を否認し、両名の供述は相互に

矛盾することなく概ね一致しているだけでなく、内容にも別段不自然不合理な点は

存しない。被告人の供述が真実であると直ちに断ずることには、若干の躊躇を感じ

ざるを得ない。

 ②被告人は、被告人が逮捕された現場にはＭも一緒にいた旨一貫して供述してい

るのに対し、公判廷において供述した警察官らは、これを否認しているところ、仮に、

被告人の供述のとおりであるとすると、警察官らが右事実をことさらに隠そうとする

のは、Ｈらが警察の協力者であったからであると推認する余地がある。被告の供述

には、軽微とはいえない不自然な点が認められ、供述の経緯に若干の不自然さを

感じさせる。

 ③本件現場付近で張り込みをしていた警察官である K、Ｉ、Ｔは、被告人逮捕に至る

状況につき、概ね一致した内容を供述し、Ｋ及びＩは、被告人は逮捕時一人であっ

て、付近に被告人以外の者はいなかった旨明確に述べている。Ｋらの右経緯に係

る供述は、前述したとおり概ね一致しているだけでなく、具体的で明確である上に

その内容においても合理的なものといえる。そうすると右警察官らの供述は全体と

して、信用性が高いと評価すべきである。

④　以上によれば、被告人の逮捕時に、Ｍが現場にいたとは認められず、この点に

ついての被告人の供述をもって、Ｈらが警察の協力者であると推認する余地はな

いというべきである。そして、他に、Ｈらが督察の協力者であることを窺わせる事情

はまったく認められない。

本件においては、少なくとも警察が関与したおとり捜査はなかったというべきであっ

て、右捜査を前提とする弁譲人の無罪主張は採用できない。

　ここに登場する警察官Ｉが稲葉元警部（当時警部補）である。

　稲葉元警部の捜査協力者Ｗが、小樽事件のときの銃器対策課の課長であったＫ



（その後警視正に昇任）が署長を務める札幌北警察署に覚せい剤を持って出頭し、

覚せい剤の所持の現行犯で逮捕されたのは平成１４年７月、小樽事件のほぼ５年

後のことである。

　その後、稲葉元警部も覚せい剤を使用した疑いで逮捕された。

　Ｗも小樽事件に関与していたとされるが拘置所で自殺した。

　逮捕された稲葉元警部は、その取調の過程で小樽事件がおとり捜査で、現場に

は捜査協力者だったパキスタン人Ｍがいたことを認めたことから銃器対策課の捜

査員の偽証事件が発覚した。

　道警は、平成１４年１０月、稲葉元警部と小樽事件の現場で指揮したＫ（警視　故

人）と稲葉元警部の上司Ｎ（当時警部）、同部下のＴ（当時巡査部長）の４人を偽証

や虚偽公文書作成の疑いで札幌地検に送致した。

　Ａの弁護人だった吉原美智世弁護士も、稲葉元警部とパキスタン人のＨとＭを銃

刀法違反（教唆）の疑いで告発した。

　稲葉元警部は、筆者（原田宏二）に対して「偽証を指揮したのは、当時の銃器対

策課長のＮだ」と指摘しているが、Ｎは偽証等でも送致されることはなかった。

　札幌地検は、４人を起訴猶予等とし起訴しなかった。

　平成１６年１月に札幌検察審査会が「起訴相当」などと議決したものの、札幌地検

は平成１６年１１月、「自殺した故Ｋ警視の発案、主導によるものだった」として再び

不起訴とし、おとり捜査についても「違法だとは考えていない」との見解を貫いた。

　小樽事件の裁判官が「警察官らの供述は全体として、信用性が高いと評価すべ

きである」とした警察官の証言が偽証であったことが明らかになった。

　裁判官が警察官の証言が信用できるとした根拠について「警察官らの概ね一致

した内容」だったことをあげているが、警察内部では警察官が証人出廷するときに

は、事前の入念な口裏合わせとリハーサルが行われ、検察官とも証言内容につい

ても打ち合わせが行われる。　

　証言が一致するのは当たり前だ。

　小樽事件の裁判は、道警銃器対策課の違法捜査を隠蔽するために、道警と札幌

地検とが描いたストーリーに従って進められたものであり、裁判所もそれに荷担し

たとしか思えないものであった。

原告吉原弁護士が証言台に

　

　平成２１年１０月２日、道警銃器対策課おとり捜査訴訟（平成１７年(ワ)台２３０号

損害賠償請求事件）の口頭弁論が開かれた。

　口頭弁論には、原告である吉原美智世弁護士が証言台に立ち、原告代理人弁

護士と被告北海道及び国の代理人弁護士の双方から尋問が行われた。　　　　

　なお、以下の吉原弁護士の証言は、筆者（原田宏二）が傍聴席で聞いた証言の

なから重要と思われた部分を要約したものであることをお断りしておく。

原告代理人の尋問に対する証言



○ （小樽事件の被告の）Ａとは、平成１０年１月中旬ころに国選弁護人として接見し

たときに初めて会った。同人が言うには「Ｍに拳銃を渡そうとしたところを逮捕され

た」と最初の接見のときからその供述は一貫していた。取調べの段階でも、取調官

にＭのことを話したが「Ｍのことはいい」と言われたという。同人がウソをつく理由は

ない。（そうしたことから）この事件は違法なおとり捜査ではないかと考えた。

○ 稲葉氏をはじめ警察官の証言は不合理だった。逮捕前に（Ｍらが車でＡを迎えに

来たり、戻ったりしているのに）現場に待機していた警察官全員がＡの動きに気が

ついていなかったり、（現場の）捜査指揮官のＫ氏はＡの行動を注視する体制を

作っていなかった。３人の警察官が、口裏を合わせたような証言は不合理だった。

○ 最大の争点は、Ｍが警察の捜査協力者かどうかだったであり、警察の協力者Ｍ

が現場にいなかったという証言は弁護活動に影響を与えた。３人の警察官の不合

理な供述は、おかしいと気がつくはずだが無視された。検察は、市民感覚から外れ

た判断で警察を庇った。

○ 稲葉氏には、これまで５回面会要請の手紙を出した。面会したのは、平成１７年１

月と４月の２回だ。３回目の面会要請（平成１８年２月２０日）に対して、回答の手紙

が来た。手紙には１回目と２回目の面接のときの話題について書いてあった。（稲

葉氏の）証人尋問が決まってから面会を要請したが断りの手紙がきた。

○ 稲葉氏は、証人尋問では話せないこともあったが、本当のことを語ってくれたと

思っている。

被告代理人の尋問に対する証言

○ （証拠として提出した稲葉からの手紙は）２枚だけで３枚以降はなかった。証人尋

問で書いてある内容の意味を確認しようと考えていた。自分が出した手紙は裁判

所に提出していないが、内容は面会の要請だけで意味がないからだ。

○ ３回目の面会要請の目的は、１回目と２回目のときに時間が足りなくて聞けな

かったことを聞くためである。（稲葉氏から捜査が犯意誘発型の捜査だったと）原告

にとって有利な証言を引き出すためでは全くない。

○ （稲葉氏は手紙を公判に出すとは思っていなかったと証言しているが）手紙は重

要な証拠だと考え、証人尋問の直前に証拠として提出することを決めた。稲葉氏の

同意を得なかったのは、５回目の面会要請を断られ、証人尋問までに時間的に余

裕がなかったためだ。

○ （稲葉氏の手紙に「ただ訂正があります」と書いてあるが）平成１７年１月と４月の

面会したとき事件のことを聞いているので、その時の発言を訂正するという意味と

思うが、どの部分なのかよく分からない。（本庁指定）５０号事件のことも書いてある

が、このことは一緒に面会した大野弁護士が聞いていたのでよく覚えていない。

○ （稲葉氏と）面会したときには、Ａを逮捕したときの事実経過を聞いただけで、事

件の評価に関する質問はしていない。どんな事実があったのかは聞いたが、犯意

誘発型の捜査だったのかなど、事件の評価に関しては聞いていない。

○ （手紙には「犯意誘発に外ありませんでした」と書いてあるが）これは本人が書い



たものでその真意は分からない。どういう意味で書いたのかは分からないが、面接

のときには、事実経過は聞いたが、事件の捜査に違法があったのかなど評価を交

えた質問はしていない。（手紙には注文による犯意誘発と書いてあるが）稲葉氏が

どういう趣旨で書いたかは証人尋問で聞く予定だった。

○ Ｍが警察の捜査協力者で逮捕の現場にいたのなら、被告人は無罪になった可能

性がある。おとり捜査だったかどうかは、Ｍが警察の協力者だったかどうかによる

と判決にもある。（警察官が偽証しなければ）犯意誘発型の違法なおとり捜査だっ

たとなったはずだ。

Ｍが警察の捜査協力者であったこと、現場にいたことは重要であり、それが明らか

になれば判決も変わったと思う。

○　Ａが控訴しなかったのは、Ａの意向によるものだ。敗訴すれば彼の帰国がそれ

だけ遅れることになる。

道警銃器対策課のおとり捜査訴訟の行方

　証人尋問終了後、裁判長から本訴訟は次回の１２月２５日（午前１０時から）を

もって結審するとの表明があった。

　そのスケジュールからすると、判決は平成２２年３月ころと予想される。

　弁護団は、１月１７日付の北海道新聞で「刑事事件での再審請求も視野に訴訟を

進めていく」と表明している。

　そうなると、この損害賠償請求事件の判決の結果の如何を問わず、再審請求と

いう新たな局面を迎えることになる。

　警察庁が、全国の警察に指示したけん銃摘発の大号令（平成の刀狩り）のもとで

行われた数多くの違法捜査が各地で発覚している。

　道警銃器対策課の違法捜査については、稲葉元警部がその裁判のなかで証言

している。

　なかには、けん銃の摘発を目的として約１３０キロの覚せい剤の密輸を見逃した

（泳がせ捜査）との証言もあった。

　しかし、道警はその全てをヤミに葬った。

　本件訴訟の対象である小樽事件もそのうちの１件に過ぎないが、道警の違法な

組織的おとり捜査が何処まで解明されるのか注目される。 



２２．３．２５（木）　道警銃器対策課おとり捜査（３）

　　　　　　　　　　　　原告側　控訴の方針　再審請求も

道警銃器対策課のおとり捜査訴訟については、このホームページで

２１．５．１０　道警銃器対策課のおとり捜査訴訟

　　　　　　　　　稲葉元警部の証人尋問決定　違法捜査の責任は幹部に

２１．１０．８　道警銃器対策課おとり捜査（２）

　　　　　　　　　稲葉元警部の証人尋問　原告吉原弁護士が証言台に

で掲載した。

　

　平成２２年３月１９日　札幌地裁は道警銃器対策課のおとり捜査について、判決

を言い渡した。

　その骨子は以下のとおりである。

判決の骨子

（主文）

1　被告北海道は、原告Ａに対し，50万円及びこれに対する平成 10年 6月 30日か

ら支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。

2　原告Ａのその余の請求及び原告吉原美智世の請求をいずれも棄却する。

（理由の骨子）

1　違法なおとり捜査であったと断定することはできない。

（1）原告Ａは、北海道警察銃器対策課警察官の捜査協力者であるＨからの働き掛

けを受けて、けん銃を日本に持ち込んだことが認められ，このような銃器対策課の

捜査手法は，おとり捜査に該当する。

（2）上記おとり捜査が違法であったと断定することはできない。

原告Ａは、Ｈからの働き掛けによって初めて本件けん銃等を日本に持ち込むことを

決意した旨供述しているところ、当該供述は直ちには信用することができず、か

えって、原告Ａは、Ｈの働き掛けがなされる前から、場合によってはけん銃を日本

に持ち込む意思を有していた疑いが残る。したがって、本件捜査が違法なおとり捜

査であったと断定することはできない。

2　原告Ａは、警察官の偽証等により、懲役 2年の実刑判決以外の刑事処分を受

ける可能性を奪われた。

（1）銃器対策課の警察官は、上記おとり捜査が行われたことを隠ぺいするために、

虚偽の捜査関係書類を作成等し、また公判において偽証した。銃器対策課の警察

官によるこれらの行為は，違法である。

（2）この警察官による偽証等がなければ、原告Ａは、起訴猶予となっていた可能性

又は無罪判決若しくは懲役 2年未満の判決を言い渡されていた可能性が全くな

かったとはいえないから、原告Ａにはその可能性を奪われたことによる精神的損害



が発生した。原告Ａが受けた精神的苦痛を慰謝する金額は 30万円と認めるのが

相当である。

また，原告Ａの弁護士費用は、20万円と認めるのが相当である。よって、原告Ａは、

被告北海道に対し、合計 50万円の損害賠償請求権を有している。

3　検察官の公訴の提起及び公訴の追行が違法とは認められない。検察官は、合

理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があると判断して本件公訴を提起し、

また、公訴を追行したのであるから、本件公訴の提起及び追行に違法はない。

弁護団は控訴と再審請求

　原告弁護団は、控訴する方針を示すとともに、元船員のロシア人男性（４０歳）の

刑事裁判での無罪判決を求めて再審請求を起こす準備を進める考えを明らかにし

た。（平成２２年３月２０日　北海道新聞）

　本件訴訟は、国及び道に対して損害賠償の支払を求める国賠訴訟（民事）だが、

こちらは判決を不服として高裁に控訴し、一方で、刑事裁判で無罪判決を求める再

審を請求するということだ。

　再審の理由は、刑事訴訟法第 435条に定められている。

　その一つが、証拠となった証言、証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造され

たものであったことが証明されたときである。

　本件判決でも、「銃器対策課の警察官は、上記おとり捜査が行われたことを隠ぺ

いするために、虚偽の捜査関係書類を作成等し、また公判において偽証した」と認

めている。

　おとり捜査は、平成９年の事件である。

　既に１０年以上も経た現在も、その捜査の違法性が問われている。

　道警は、銃器対策課の捜査員に偽証させおとり捜査を隠蔽しただけではなく、更

には、平成１７年７月の本件提訴に対して、道警は「男性がロシア人だと立証され

ていない」などと主張したことから、提訴から４年近くたってようやく本格的な審理か

始まることになった。

　この事件の捜査には、少なくても銃器対策課の指導官Ｋ警視（後に自殺）、Ｎ銃器

事件第１課長補佐（警部）、同Ｉ係長（警部補）、同Ｔ主任（巡査部長）を含む道警銃

器対策課の１５人ほどの捜査員が動員された。

　この事件を指揮した当時のＫ銃器対策課長（警視）をはじめ、ほとんどの幹部も

既に退職している。

　覚せい剤の使用等で懲役９年、罰金１６０万円の有罪判決（平成１５年４月）を受

けた元銃器対策課Ｉ警部補も、そろそろ刑期を終えて出所するだろう。

　彼が銃器対策課に在籍中、上司の指示で本件おとり捜査に従事した捜査員の１

人として、事件が未だに違法性が問題視されていることを知ったら何と思うのだろう

か。



　警察庁の指示で全国の警察の生活安全部に設けられたけん銃摘発の専門部署

の銃器対策課は既に廃止され、現在は刑事部部門から刑事部門の薬物銃器対策

課がけん銃と麻薬・覚せい剤の摘発をあわせて所管している。

　それに伴い、当時に比べてけん銃の摘発数も著しく減少しているようだ。

　警察庁が全国の警察に号令した「平成の刀狩り」では、多くの捜査員が違法捜査

の責任を追及され職を追われた。

　しかし、警察庁は「平成の刀狩り」の失敗を認めてはいない。　　　

　元銃器対策課Ｉ警部補がその公判で証言した数々の違法捜査をヤミに葬った北

海道警察だけが、未だにその責任を追及されているのも自業自得というところか。 


